
議案第１６号 

   米原市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の一部を改正する条例について 

 米原市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとお

り制定することについて議会の議決を求める。 

 

  令和６年２月２２日提出 

米 原 市 長  平 尾 道 雄 

 

 

      提案理由 

 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成 14年法律第 151号）の一部改正

に伴い、申請等および処分通知等の手続において、他の法令でフロッピーディスク等の記録媒

体を提出することが規定されている場合でもオンラインによる手続が可能となったため、この

案を提出するものである。 

  



   米原市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の一部を改正する条例 

 

 米原市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例（令和３年米原市条例第４号）の一

部を次のように改正する。 

 

 第７条中「次に」を「次の各号に」に、「第３条から前条までの」を「当該各号に定める」に

改め、同条第１号中「定めるもの」の次に「 第３条から前条までの規定」を加え、同条第２

号中「手続等のうち当該手続等」を「申請等および処分通知等のうち当該申請等または処分通

知等」に改め、「その他の情報通信技術を利用する方法」を削り、「規定されているもの」の次

に「（第３条第１項または第４条第１項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。） 

第３条および第４条の規定」を加え、同条に次の１号を加える。 

 (３) 縦覧等および作成等のうち当該縦覧等または作成等に関する他の条例等の規定におい

て情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているもの（第５条第１項また

は前条第１項の規定に基づき行うことが規定されているものを除く。） 第５条および前

条の規定 

 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。



米原市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例新旧対照表（改正理由） 

改正後 現 行 改正理由 

 (適用除外) 

第７条 次の各号に掲げる手続等については、当該各号に定める

規定は、適用しない。 

(１) 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどう

かを対面により確認する必要があること、許可証その他の

処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある

ことその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により

行うことが適当でないものとして規則等で定めるもの 第

３条から前条までの規定 

(２) 申請等および処分通知等のうち当該申請等または処分

通知等に関する他の条例等の規定において電子情報処理組

織を使用する方法により行うことが規定されているもの

（第３条第１項または第４条第１項の規定に基づき行うこ

とが規定されているものを除く。） 第３条および第４条の

規定 

(３) 縦覧等および作成等のうち当該縦覧等または作成等に

関する他の条例等の規定において情報通信技術を利用する

方法により行うことが規定されているもの（第５条第１項

 (適用除外) 

第７条 次に掲げる手続等については、第３条から前条までの規

定は、適用しない。 

(１) 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどう

かを対面により確認する必要があること、許可証その他の

処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある

ことその他の事由により当該手続等を電子情報処理組織を

使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により

行うことが適当でないものとして規則等で定めるもの 

 

(２) 手続等のうち当該手続等に関する他の条例等の規定に

おいて電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信

技術を利用する方法により行うことが規定されているもの 

 

・この条例の適用除外となる手続の

範囲を各号に定めることによる

改正 

 

 

 

 

・この条例の適用除外となる手続の

範囲を現行どおりとする改正 

・手続等のうち、申請等および処分

通知等については、他の条例等で

フロッピーディスク等の記録媒

体により提出することとされて

いる手続については、オンライン

によるものを可能とする。 

・手続等のうち、縦覧等および作成

等の手続については、現行どおり

他の条例等で手続が定められて



または前条第１項の規定に基づき行うことが規定されてい

るものを除く。） 第５条および前条の規定 

いる場合は、この条例の適用除外

とする規定の追加 

 


